
保育の実施
基準区分

基準指数

1　家庭外 外勤 常勤 1日の労働時間が7時間以上 20

　　労働等 パート等 1日の労働時間が7時間以上 20

1日の労働時間が6時間以上 18

1日の労働時間が5時間以上 16

1日の労働時間が4時間以上 14

求職中 就労先確定 就労先が内定した場合1日の労働時間が7時間以上 19

就労先が内定した場合1日の労働時間が6時間以上 17

就労先が内定した場合1日の労働時間が5時間以上 15

就労先が内定した場合1日の労働時間が4時間以上 13

就労先未定 求職のため日中外出を4時間以上する場合 8

求職のため日中外出を3時間以上する場合 6

それ以外 5

自営 本人 主たる従事者（7時間以上） 18

主たる従事者（6時間以上） 17

主たる従事者（5時間以上） 16

主たる従事者（4時間以上） 15

家族 協力して従事している（7時間以上） 16

（協力者） 協力して従事している（6時間以上） 15

協力して従事している（5時間以上） 14

協力して従事している（4時間以上） 13

7時間以上 20

6時間以上 18

5時間以上 16

4時間以上 14

2　家庭内 自営 本人 主たる従事者（7時間以上） 18

　　労働 主たる従事者（6時間以上） 17

主たる従事者（5時間以上） 16

主たる従事者（4時間以上） 14

家族 協力して従事している（7時間以上） 16

（協力者） 協力して従事している（6時間以上） 15

協力して従事している（5時間以上） 14

協力して従事している（4時間以上） 13

農業・漁業 家族全員で農林漁業及び民宿等に従事 14

内職 1日の労働時間が7時間以上 14

1日の労働時間が6時間以上 13

1日の労働時間が5時間以上 12

1日の労働時間が4時間以上 11

3　出産等 出産 出産前2ヶ月、出産後2ヶ月 18

入所優先順位に関する基準指数

労働・身体・疾病等の内容保育の実施理由

就学・技術
習得 就学・技術習得のため保育に当れない場合のう

ち職業訓練等に通学するものは、外勤のパート
等の労働時間に準じる



4　疾病等 障害 重度 身体障害者手帳1～2級又は療育手帳A 20

中軽度 身体障害者手帳3級以上又は療育手帳B 16

病気 入院（1ヶ月以上） 20

寝たきりの病人 20

精神障害・感染症等長期加療、安静 16

一般療養（1ヶ月以上の加療、安静） 12

疾病は比較的軽症であるが、定期的通院を要する 11

5　病人の 入院付添い（常時） 20

　看護介護 寝たきりの病人の看（介）護 16

心身障害者の看（介）護 12

通院看（介）護 11

６　災害等 20

７　その他 不存在 死亡・離別・行方不明・拘禁等 20

前各号に掲げるものの他、明らかに保育が必要な場合（育児放棄など） 20

調整基準 10

（加算） 世帯の特殊 母子・父子

事情 世帯

生活保護

世帯

5

4

10

16

3

10

調整基準 労働日数 月15～19日

（減算）

月10～14日

同居者有り 65歳未満 祖父母が保育に協力的な場合 -4

-20

その他 市長が必要と認める場合 市長が必
要と認め
る指数

備考　
この表の適用については、1～7により父・母それぞれの指数を把握し、合算する。なお、調整基準に
該当する世帯であるときは、その該当事項に対応する指数を把握し加算、減算する。

提出書類について

…保育士証等の資格証(写)
自営業で危険物を取り扱う業種に従事するもの(大型重機・劇薬・火気・刃物など) 
…業務内容を明示してある営業許可書等

-2

-4

2

心身の障害によるもの

死亡・離別・行方不明・拘禁等

生活保護法による被保護世帯

兄弟姉妹が保育所等を利用中、又は同時に利用申
込をしている場合

保育士等資格を持ち、保育所等で勤務するもの（市内）

保育士等資格を持ち、保育所等で勤務するもの（市外）

小規模保育等を卒園し、連携施設等の入所申請する場合

保護者の1人が単身赴任、入院等で不在の場合

自営業で危険物を取り扱う業種に従事するもの
(大型重機・劇薬・火気・刃物など)

家計の主宰者が失業等になり就労の必要性が高い場合

火災、風水、地震災害等によりその復旧のため児童の保育が必要な場合

児童自身の特殊事情

10

10

保育士等資格を持ち、保育所等で勤務するもの（市内・市外）

パート、自営業、農業、内職等の月平均労働日数の
実態による

兄弟姉妹の入所
4

育児休業のため、保育所等を退園し、再申請する場合

理由なく保育料等の滞納をしている場合(卒園した兄弟も含む)


